
（適時開示体制の概要）  

 

 当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用するとと

もに、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに

指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定３委員会を、それぞれ過半数の独立社外取

締役から構成することに加え、取締役会議長および法定３委員会の委員長を独立社外取締

役からそれぞれ選定する。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に

行うとともに、会計監査人を置き、職務の執行が適法・適正かつ妥当であることを、それぞ

れの立場から確認する体制とする。 

 

こうした経営監督体制のもと、当社の適時開示に係る社内体制としましては、「会社情報

の適時開示に係る取扱通達」を社内規程として定めており、この社内規程を通じて、投資家

への適時適切な会社情報の開示を徹底しております。 

 

 上記の社内規程においては、経理室長を当社の適時開示に係る「情報開示責任者」と定め

ております。 

 

 各部門のチーフマネジャー等を「情報管理責任者」と定め、適時開示の対象となる重要情

報を、「情報開示責任者」へ報告することとしております。また、決算情報等については、

経理室計画グループチーフマネジャーを「情報管理責任者」と定め、情報を集約しておりま

す。 

 適時開示の対象となる当社子会社の重要情報は、当該子会社を所管する部門の「情報管理

責任者」が、当該子会社の「情報管理責任者」から報告を受け、「情報開示責任者」へ報告

を行うこととしております。 

 

 「情報開示責任者」は、各部門の「情報管理責任者」から報告された重要情報について開

示の要否を判断し、開示情報の適時性・適正性・有用性を審査した上で、金融商品取引所に

対する適時開示を実施することとしております。 

 

 「情報開示責任者」は適時開示の実施状況について、全ての執行役をもって構成する執行

役会議へ報告することとしております。 

  



（適時開示体制模式図） 
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